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いては、交付対象市町村の約８割に当たる４６市町村で実施され、１，４１５の集落協定

 

及び個別協定が締結されました。また、約１１，６００haの農用地に約１５億円の交付金

 

が交付され、協定締結面積及び交付金額ともに毎年度増加の傾向にあります。
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交付市町村数 ４４ ４６ ４６ １，０３８

協定数 １，３６６ １，４０８ １，４１５ ２８，７０８

協定締結面積（ha） １１，１０９ １１，５１６ １１，５９７ ６６４，５４０

交付金額（百万円） １，４７２ １，５１５ １，５２２ ５１，６９８
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平成２０年６月２５日

地 域 整 備 課

平成１９年度中山間地域等直接支払制度の東海農政局管内における実施状況

１．市町村数

平成１９年度の中山間地域等直接支払交付金（以下、「交付金」という。）は、平成

１８年度と同じく４６市町村で交付されました。

対象市町村に対する交付市町村の割合（交付市町村率）は８２％で、全国都府県の

９２％と比べると若干低くなっています。県別では、岐阜県２３市町村（９２％ 、愛知）

県８市町村（７３％ 、三重県１５市町村（７５％）となっています。）

（単位：市町村）

管 内 全国都府県

平成17 平成18 平成19年度 平成19年度

年度 年度 岐阜県 愛知県 三重県

全市町村 135 134 132 41 61 29 1,613

交付対象市町村 ① 56 56 56 25 11 20 1,020

交付市町村 ② 44 46 46 23 8 15 941

交付市町村率 ②／① 79% 82% 82% 92% 73% 75% 92%

注： 全国都府県の数値は、北海道を除いた数値。

注： 市町村数については、各年度３月末時点の合併市町村数。

注： 交付対象市町村とは、交付対象となる農用地を有する市町村。

２．協定数

交付金を交付した協定は１，４１５協定で、平成１８年度の１，４０８協定から新た

に７協定増えています。県別では岐阜県８９８協定（管内の６４％ 、愛知県３１７協定）

（同２２％ 、三重県２００協定（同１４％）となっています。）

その内、体制整備単価に取り組む協定の割合（体制整備単価率）は３６％で、全国都

府県の４７％と比べると若干低くなっています。

（単位：協定）

管 内 全国都府県

平成17 平成18 平成19年度 平成19年度

年度 年度 岐阜県 愛知県 三重県

集落協定 1,352 1,394 1,400 889 311 200 27,847

基礎単価 864 895 901 493 286 122 14,949

体制整備単価 488 499 499 396 25 78 12,898

個別協定 14 14 15 9 6 - 454

基礎単価 2 1 - - - - 91

体制整備単価 12 13 15 9 6 - 363

計［割合］ 1,366 1,408 1,415 898 317 200 28,301

［100%］ ［64%］ ［22%］ ［14%］

基礎単価 866 896 901 493 286 122 15,040

体制整備単価 500 512 514 405 31 78 13,261

体制整備単価率 37% 36% 36% 45% 10% 39% 47%



注： 集落協定とは、対象農用地において農業生産活動等を行う複数の農業者等が締結する協定。

個別協定とは、対象農用地において認定農業者等が所有権等を有する者との間で利用権の設定等や

農作業受委託契約に基づき締結する協定。

注： 基礎単価とは、協定期間内に最低限の農地維持管理活動等を行う場合の交付単価。

体制整備単価とは、協定期間内に自律的かつ継続的な農業生産活動の体制整備を行う場合の交付単

価。

注： ［割合］は、各県の協定数の管内全協定数に対する割合。

３．協定締結面積及び交付金額

協定締結面積は約１万１千６百ｈａで、県別では岐阜県約８千６百ｈａ（管内の７４

％ 、愛知県約１千７百ｈａ（同１５％ 、三重県約１千３百ｈａ（同１１％）となって） ）

います。

交付金額は約１５億２千万円で、県別では岐阜県約１１億４千万円（管内の７５％ 、）

（ ）、 （ ） 。愛知県約１億８千万円 同１１％ 三重県約２億１千万円 同１４％ となっています

管 内 全国都府県

平成17 平成18 平成19年度 平成19年度

年度 年度 岐阜県 愛知県 三重県

協定締結面積（ha） 11,109 11,516 11,597 8,559 1,709 1,329 341,499

［割合］ ［100%］ ［74%］ ［15%］ ［11%］

基礎単価 4,980 5,207 5,283 3,034 1,501 747 112,847

体制整備単価 6,129 6,310 6,314 5,525 208 582 228,653

交付金額（百万円） 1,472 1,515 1,522 1,138 175 208 43,694

［割合］ ［100%］ ［75%］ ［11%］ ［14%］

基礎単価 553 572 579 321 152 105 12,724

体制整備単価 919 943 943 817 23 103 30,970

注： 基礎単価及び体制整備単価とも、集落協定と個別協定を合計したもの。

注： ［割合］は、各県の協定締結面積及び交付金額の、管内の全協定締結面積及び全交付金額に対する

割合。

注： 四捨五入により計が合わない場合がある。



４．地目別・基準別協定締結面積

地目別の協定締結面積の割合をみると、全体の９６％を田が占めており、県別でもほ

ぼ同様な割合となっています。全国都府県では田７５％、畑１９％、草地１％、採草放

牧地４％となっており、管内の協定農用地については、全国府県に比べて田の割合が高

くなっています。

（単位：ha）

平成19年度 協定締結面積［割合］

管 内 全国都府県

岐阜県 愛知県 三重県

田 11,149［96%］ 8,285［97%］ 1,642［96%］ 1,222［92%］ 257,168［75%］

急傾斜 5,725［49%］ 4,160［49%］ 611［36%］ 954［72%］ 152,795［45%］

緩傾斜 5,412［47%］ 4,113［48%］ 1,031［60%］ 268［20%］ 103,822［30%］

12［ 0%］ 12［ 0%］ - - 190［ 0%］高齢化率・耕作放棄地率

小区画・不整形 - - - - 361［ 0%］

８法地域内特認 - - - - -

畑 414［ 4%］ 240［ 3%］ 67［ 4%］ 107［ 8%］ 64,688［19%］

急傾斜 200［ 2%］ 90［ 1%］ 4［ 0%］ 106［ 8%］ 47,223［14%］

緩傾斜 193［ 2%］ 132［ 2%］ 60［ 4%］ 1［ 0%］ 13,870［ 4%］

21［ 0%］ 18［ 0%］ 3［ 0%］ - 197［ 0%］高齢化率・耕作放棄地率

８法地域内特認 - - - - 3,399［ 1%］

草地 9［ 0%］ 9［ 0%］ - - 4,297［ 1%］

急傾斜 - - - - 1,122［ 0%］

緩傾斜 9［ 0%］ 9［ 0%］ - - 2,927［ 1%］

- - - - -草地比率の高い草地

- - - - 7［ 0%］高齢化率・耕作放棄地率

８法地域内特認 - - - - 240［ 0%］

採草放牧地 25［ 0%］ 25［ 0%］ - - 15,347［ 4%］

急傾斜 25［ 0%］ 25［ 0%］ - - 10,998［ 3%］

緩傾斜 - - - - 4,349［ 1%］

８法地域内特認 - - - - -

［ ］ ［ ］計 11,597 100% 8,559［100%］ 1,709［100%］ 1,329［100%］ 341,499 100%

注： 割合は、各地目・各基準面積の各協定締結面積計に対する割合。

注： ８法地域内特認とは都道府県知事が定める基準に該当する農用地。

注： 四捨五入により計が合わない場合がある。



５．集落協定の概要

１集落協定当たりの参加者数は管内２４人、全国都府県２２人でした。また、１集落

協定当たりの締結面積は管内８．２ｈａ、全国都府県１２．１ｈａで、１集落協定当た

りの交付金額は管内１，０７８千円、全国都府県１，５５９千円でした。管内の集落協

、 、 。定は 全国都府県の集落協定に比べて参加者数が多く 協定面積が小さくなっています

管 内 全国都府県

平成17 平成18 平成19年度 平成19年度

年度 年度 岐阜県 愛知県 三重県

参加者数（人／協定） 24 24 24 27 17 22 22

締結面積（ha／協定） 8.2 8.2 8.2 9.5 5.4 6.6 12.1

交付金額 千円／協定 1,083 1,079 1,078 1,269 588 1,040 1,559（ ）

６．加算取組

加算単価への取組は延べ４５６ｈａで、加算単価に取り組む面積（加算面積）の全協

定締結面積に対する割合（加算面積率）は３．９％となっており、全国都府県の加算面

積率の３．７％と同程度となっています。

（単位：ha）

管 内 全国都府県

平成17 平成18 平成19年度 平成19年度

年度 年度 岐阜県 愛知県 三重県

加算面積 504 453 456 402 2 52 12,544

加算面積率 4.5% 3.9% 3.9% 4.7% 0.1% 3.9% 3.7%

注： 加算単価とは、担い手が新たに利用権等を設定した農用地を５年間以上耕作する場合の加算（規模

拡大加算 、担い手に対して新たに協定締結面積の一定割合以上において利用権等を設定する場合の）

加算（土地利用調整加算 、新たに協定締結面積の一定割合以上の耕作放棄地を復旧する場合の加算）

（耕作放棄地復旧加算 、新たに特定農業法人又は協定締結面積の一定割合以上を対象とした農業生）

産法人を設立する場合の加算（法人設立加算 。）



７．集落協定の活動内容

（１）集落マスタープランの内容

集落協定の集落マスタープランの内容の割合は 「定年帰農者等を活かした継続的な営、

農体制整備」で、全国都府県８％に比べて管内２９％と高くなっています。

一方 「集落を基礎とした営農組織の構築・充実」は、全国４２％に比べて管内３５％、

と低くなっています。

平成19年度 内容数［割合］

管 内 全国都府県

岐阜県 愛知県 三重県

核となる集積対象者の育成及び当該集積対象者 427［31%］ 306［34%］ 69［22%］ 52［26%］ 8,512［31%］

への農用地の集積

集積対象者と集落内の他の高齢農家等との有機 155［11%］ 122［14%］ 27［ 9%］ 6［ 3%］ 2,675［10%］

的連携

集落を基礎とした営農組織の構築・充実 489［35%］ 275［31%］ 153［48%］ 61［31%］ 11,580［42%］

特定農業法人化 12［ 1%］ 9［ 1%］ -［ -%］ 3［ 2%］ 305［ 1%］

定年帰農者等を活かした継続的な営農体制整備 404［29%］ 288［32%］ 53［17%］ 63［32%］ 2,237［ 8%］

活力がある周辺集落との連携 102［ 7%］ 92［10%］ 7［ 2%］ 3［ 2%］ 2,720［10%］

ＮＰＯ法人や地域外の集積対象者との連携 17［ 1%］ 5［ 1%］ 8［ 3%］ 4［ 2%］ 599［ 2%］

棚田等の農村景観を活用したグリーン・ツーリ 14［ 1%］ 8［ 1%］ 3［ 1%］ 3［ 2%］ 781［ 3%］

ズムの推進等

その他 477［34%］ 358［40%］ 72［23%］ 47［24%］ 7,186［26%］

集落協定総数 1,400［100%］ 889［100%］ 311［100%］ 200［100%］ 27,847［100%］

注： 割合は、各項目に取り組んだ集落協定数の各集落協定総数に対する割合。

注： 四捨五入により計が合わない場合がある。



（２）農業生産活動等として取り組むべき事項

農業生産活動等として取り組むべき事項の各項目に取り組んだ集落協定の割合は 「賃、

」 、「 」借権設定・農作業の委託 で全国都府県４５％に比べて管内５６％ 鳥獣被害防止対策

で全国都府県４０％に比べて管内６０％ 「周辺林地の下草刈」で全国都府県６８％に比、

べて管内７３％とそれぞれ高くなっています。

一方 「景観作物の作付け」は全国都府県４０％に比べて管内３５％ 「堆きゅう肥の、 、

施肥」は全国都府県１７％に比べて管内９％と低くなっています。

平成19年度 活動内容数［割合］

管 内 全国都府県

岐阜県 愛知県 三重県

耕作放 賃借権設定・農作業の委託 779［56%］ 478［54%］ 196［62%］ 105［53%］ 12,460［45%］

棄の防 既耕作放棄地の復旧 14［ 1%］ 12［ 1%］ - 2［ 1%］ 276［ 1%］

止等の 既耕作放棄地の林地化 - - - - 5［ 0%］

活動 既耕作放棄地の保全管理 103［ 7%］ 48［ 5%］ 40［13%］ 15［8%］ 1,730［ 6%］

農地の法面管理 1,074［77%］ 709［80%］ 222［71%］ 143［72%］ 21,397［77%］

鳥獣被害防止対策 842［60%］ 526［59%］ 157［50%］ 159［80%］ 11,207［40%］

限界的農地の林地化 2［ 0%］ - - 2［ 1%］ 124［ 0%］

簡易な基盤整備 236［17%］ 189［21%］ 14［ 5%］ 33［17%］ 3,609［ 13%］

土地改良事業 14［ 1%］ 9［ 1%］ 4［ 1%］ 1［ 1%］ 393［ 1%］

自然災害を受けている農用地の復旧 18［ 1%］ 1［ 0%］ 1［ 0%］ 16［ 8%］ 314［ 1%］

地目変換 5［ 0%］ - 5［ 2%］ - 107［ 0%］

その他 37［ 3%］ 30［ 3%］ 2［ 1%］ 5［ 3%］ 758［ 3%］

水路・ 水路の管理 1,381［99%］ 871［98%］ 311［100%］ 199［100%］ 26,592［95%］

農道等 農道の管理 1,396［100%］ 886［100%］ 310［100%］ 200［100%］ 27,681［99%］

の管理 その他の施設の管理 69［ 5%］ 52［ 6%］ 5［ 2%］ 12［ 6%］ 1,564［ 6%］

多面的 周辺林地の下草刈 1,016［73%］ 635［71%］ 273［88%］ 108［54%］ 18,909［68%］

機能を 土壌流亡に配慮した営農 45［ 3%］ 35［ 4%］ 7［ 2%］ 3［ 2%］ 1,328［ 5%］

増進す 棚田オーナー制度 5［ 0%］ 2［ 0%］ 1［ 0%］ 2［ 1%］ 195［ 1%］

る活動 市民農園等の開設・運営 27［ 2%］ 18［ 2%］ 7［ 2%］ 2［ 1%］ 373［ 1%］

体験民宿（グリーン・ツーリズム） 4［ 0%］ 4［ 0%］ - - 326［ 1%］

景観作物の作付け 491［35%］ 263［30%］ 115［37%］ 113［57%］ 11,135［40%］

魚類・昆虫類の保護 112［ 8%］ 81［ 9%］ 21［ 7%］ 10［ 5%］ 1,224［ 4%］

鳥類の餌場の確保 42［ 3%］ 21［ 2%］ 10［ 3%］ 11［ 6%］ 512［ 2%］

粗放的畜産 4［ 0%］ 4［ 0%］ - - 339［ 1%］

堆きゅう肥の施肥 125［ 9%］ 87［10%］ 18［ 6%］ 20［10%］ 4,837［17%］

拮抗作物の利用 6［ 0%］ 5［ 1%］ - 1［ 1%］ 93［ 0%］

合鴨・鯉の利用 11［ 1%］ 8［ 1%］ - 3［ 2%］ 241［ 1%］

輪作の徹底 7［ 1%］ 5［ 1%］ - 2［ 1%］ 150［ 1%］

緑肥作物の作付け 19［ 1%］ 14［ 2%］ 3［ 1%］ 2［ 1%］ 698［ 3%］

その他活動 174［12%］ 154［17%］ 10［ 3%］ 10［ 5%］ 1,794［ 7%］

集落協定総数 1,400［100%］ 889［100%］ 311［100%］ 200［100%］ 27,847［100%］

注： 割合は、各項目に取り組んだ集落協定数の各集落協定総数に対する割合。

注： 四捨五入により計が合わない場合がある。



（３）農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項

農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項の各項目に取り組んだ集落協定の

割合は、農用地等保全マップの作成・実践の「鳥獣被害防止対策」で全国都府県４３％

に比べて管内６１％、Ａ要件の「高付加価値型農業の実践」で全国都府県１６％に比べ

て管内２５％ 「担い手への農作業の委託」で全国都府県２６％に比べて管内５４％とそ、

れぞれ高くなっています。

一方 「機械・農作業の共同化」は全国都府県６０％に比べて管内４１％ 「認定農業、 、

者の育成」は全国都府県３１％に比べて管内９％と低くなっています。

平成19年度 集落協定の活動内容［割合］

管 内 全国都府県

岐阜県 愛知県 三重県

農用地 農地法面、水路・農道等補修・改良 418［84%］ 322［84%］ 22［88%］ 64［82%］ 10,385［81%］

等保全 鳥獣被害防止対策 302［61%］ 233［56%］ 13［52%］ 66［85%］ 5,576［43%］

マップ 既耕作放棄地の復旧又は林地化 11［ 2%］ 11［ 3%］ - - 209［ 2%］

の作成 農作業共同化又は受委託等 107［21%］ 76［19%］ 12［48%］ 19［24%］ 2,962［23%］

・実践 その他将来に向けた適正な農用地保全 28［ 6%］ 20［ 5%］ 3［12%］ 5［ 6%］ 610［ 5%］

体制整備単価協定総数 499［100%］ 396［100%］ 25［100%］ 78［100%］ 12,898［100%］

Ａ要件 生産性 機械・農作業の共同化 177［41%］ 130［37%］ 11［48%］ 36［59%］ 7,101［60%］

・収益 高付加価値型農業の実践 110［25%］ 96［27%］ 7［30%］ 7［11%］ 1,915［16%］

向上 地場産農産物等の加工・販売 81［19%］ 59［17%］ 4［17%］ 18［30%］ 1,522［13%］

担い手 新規就農者の確保 50［12%］ 45［13%］ 1［ 4%］ 4［ 7%］ 1,206［10%］

育成 認定農業者の育成 40［ 9%］ 30［ 9%］ 6［26%］ 4［ 7%］ 3,694［31%］

担い手への農地集積 69［16%］ 58［17%］ 7［30%］ 4［ 7%］ 1,010［ 9%］

担い手への農作業の委託 233［54%］ 191［55%］ 10［43%］ 32［52%］ 3,061［26%］

多面的 保健休養機能を活かした都市 14［ 3%］ 8［ 2%］ - 6［10%］ 471［ 4%］

機能の 住民等との交流

発揮 自然生態系の保全に関する学 57［13%］ 44［13%］ 4［17%］ 9［15%］ 1,402［12%］

校教育等との連携

多面的機能の持続的発揮に向 251［58%］ 209［60%］ 7［30%］ 35［57%］ 6,594［56%］

けた非農家・他集落等との連

携

Ａ要件選択協定総数 434［100%］ 350［100%］ 23［100%］ 61［100%］ 11,811［100%］

Ｂ要件 集落を基礎とした営農組織の育成 43［53%］ 26［47%］ - 17［71%］ 806［58%］

担い手集積化 38［47%］ 29［53%］ 2［100%］ 7［29%］ 606［43%］

Ｂ要件選択協定総数 81［100%］ 55［100%］ 2［100%］ 24［100%］ 1,398［100%］

、 、 。注： 割合は 各項目に取り組んだ集落協定数の それぞれの要件を選択した集落協定総数に対する割合

注： 四捨五入により計が合わない場合がある。
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